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資料⑦

議案第2号

令和8年度事業計画（案）

　我が国においては、高齢化と人口減少が同時に進行している。令和7年7月1日時点で65歳

以上人口は3,620万人、高齢化率は29.3%とされ、今後も当面、人口減少と高齢化率の上昇が

継続することが見込まれている。現役世代（労働人口）の減少は、地域社会の担い手不足や社会

保障制度の持続可能性など、社会構造に多面的な影響を及ぼす。

　こうした社会構造の変化は、相続・遺言、空き家・所有者不明土地等の課題を一層顕在化させ

る。過料適用が本格化する相続登記義務化への対応を継続しつつ、令和8年2月開始の所有不

動産記録証明制度、同年4月開始の住所変更登記義務化等の新制度も見据え、会員の実務対応

力の向上と、市民に対する周知・相談体制の充実を図る必要がある。引き続き、日司連の「相続

登記相談センター」及び本会において運営する「相続センター」の周知・広報活動に注力してい

く必要がある。空き家・所有者不明土地問題については、自治体・裁判所等と連携し、「各種財

産管理人候補者名簿」の活用を含めて対応していく。

　また、社会全体のデジタル化は、行政・司法手続の領域においても加速している。改正民事訴

訟法は令和8年5月21日に施行され、事件管理システムを用いたオンライン申立て等が本格

化するとともに、本人訴訟におけるIT利用困難者を支援する「本人サポート」制度の整備も進

められており、裁判事務の担い手として市民の需要に応える必要がある。登記分野においても、

完全オンライン化を見据えた制度整備や本人確認方法のデジタル化にいち早く対応しながら、

登記制度の真正担保機能を堅持する必要がある。民事法において重要な改正が続いており、実

務の視点から論点を精査しつつ対応を継続していく。

　さらに、熊本県においては、世界的半導体メーカーの事業進出等を背景として、渉外案件を含

む国際化への対応が求められている。関係機関との連携を図りながら、渉外業務に取り組むた

めの環境整備を行っていく。

　企業法務については、少子高齢化に伴う中小企業の後継者不在が深刻化しており、事業承継・

組織再編等への専門的対応が必要である。地域経済の持続性確保の観点から、関係機関と連携

しつつ、企業法務関連業務の推進を図る。

　権利擁護分野では、第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和4年度〜令和8年度）への対

応が最終年度を迎えることを踏まえ、リーガルサポート熊本支部、家庭裁判所、行政機関との連

携を一層強化し、成年後見制度を中心とする家事事件への取組みを推進していく。加えて、国

会において成年後見制度改正法案の審議が予定されることから、制度改正動向の把握と実務へ

の的確な反映を図る必要がある。未成年後見についても、家庭裁判所・関係機関と連携し、相談

対応・受任体制の整備及び適切な運用の支援に取り組んでいく。

　司法支援分野では、地域住民の司法アクセス確保の観点から、司法過疎地域を含む県内各地

における相談体制の充実、関係機関との連携強化等に取り組む必要がある。併せて、災害発生

時の支援体制整備等、地域課題への機動的対応を図る必要がある。

　消費者被害については、IT技術の濫用・悪用による被害が多発しており、消費者契約法・特定

商取引法等の見直しに向けた検討が進められている。SNS等に起因する新たな類型の被害も

注視しつつ、被害の未然防止・軽減の観点から、相談対応の充実及び法教育等の予防法務事業を

継続して実施していく。

　今後の会員数の動向を注視し、組織・財務の在り方を検証していく。

　以上のとおり、令和8年度の事業を展開していくため、特に下記の事業に重点をおく。

1　重点事業

　⑴　相続関連業務の推進並びに空き家・所有者不明土地問題への取組み

　所有者不明土地問題への対応として導入された相続登記の申請義務化は、令和6年4月

1日から施行され、制度開始後も相続登記に関する相談及び申請の需要は引き続き高い水

準で推移している。加えて、令和6年4月1日以前に発生した相続については、本年度末

である令和9年3月31日をもって申請義務期間を経過する登記が発生することとなるた

め、今後はその対応を含めた相談需要の高まりも見込まれる。相続登記の適正かつ円滑な

履行を支えるため、寄せられる相談に的確に対応できるようにする必要がある。法務局や

自治体等とも協力をしながら相続に関する情報の提供、相談会の開催等を通して十分に応

えていく。また、日司連の相続登記相談センター、本会の相続センターの広報を引き続き

充実させ、相続・遺言の専門職能として司法書士のイメージ定着に注力する。さらに、制度

広報として例年実施している「相続登記はお済みですか相談会」「相続・遺言についての法

律教室&無料相談会」並びに行政や各種団体が実施する高齢者を対象とした相続・遺言な

どの法律教室への講師派遣、相談会への相談員派遣を今年度も継続して実施する。

　空き家・所有者不明土地問題に対しては、引き続き相談会への相談員派遣や協定の締結

等、自治体との連携を図っていく。また、地方裁判所及び家庭裁判所からの各種財産管理

人推薦依頼については、各種財産管理人候補者名簿に登載する会員数を充実させ、各種財

産管理業務に関する専門性を備えた会員を財産管理人候補者として推薦していくことで

対応する。引き続き、実践的な研修を実施することで、会員の各種財産管理業務に関する

専門性をより一層、高めていく。

　令和8年2月開始の所有不動産記録証明制度及び同年4月開始の住所変更登記義務化に

ついては、周知を図っていく。

　⑵　登記業務及び裁判業務の充実と法改正、デジタル化への対応

　熊本地方法務局、熊本簡易裁判所及び熊本地方裁判所との意見交換を引き続き行い、会

員に対して実務に関する情報伝達を行う。

　登記業務においては、令和8年3月1日に運用開始された特別委任方式による登記原因

証明情報の作成に伴い、登記原因証明情報等の添付情報の電磁的方法による作成やマイナ

ンバーカードを利用した電子署名・公的個人認証有効性確認システムの活用が促進される

状況にあることから、これらの新たな実務対応に関する情報を収集し、必要に応じて会員

への周知及び研修等を行う。
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資料⑦

議案第2号

令和8年度事業計画（案）

　我が国においては、高齢化と人口減少が同時に進行している。令和7年7月1日時点で65歳

以上人口は3,620万人、高齢化率は29.3%とされ、今後も当面、人口減少と高齢化率の上昇が

継続することが見込まれている。現役世代（労働人口）の減少は、地域社会の担い手不足や社会

保障制度の持続可能性など、社会構造に多面的な影響を及ぼす。

　こうした社会構造の変化は、相続・遺言、空き家・所有者不明土地等の課題を一層顕在化させ

る。過料適用が本格化する相続登記義務化への対応を継続しつつ、令和8年2月開始の所有不

動産記録証明制度、同年4月開始の住所変更登記義務化等の新制度も見据え、会員の実務対応

力の向上と、市民に対する周知・相談体制の充実を図る必要がある。引き続き、日司連の「相続

登記相談センター」及び本会において運営する「相続センター」の周知・広報活動に注力してい

く必要がある。空き家・所有者不明土地問題については、自治体・裁判所等と連携し、「各種財

産管理人候補者名簿」の活用を含めて対応していく。

　また、社会全体のデジタル化は、行政・司法手続の領域においても加速している。改正民事訴

訟法は令和8年5月21日に施行され、事件管理システムを用いたオンライン申立て等が本格

化するとともに、本人訴訟におけるIT利用困難者を支援する「本人サポート」制度の整備も進

められており、裁判事務の担い手として市民の需要に応える必要がある。登記分野においても、

完全オンライン化を見据えた制度整備や本人確認方法のデジタル化にいち早く対応しながら、

登記制度の真正担保機能を堅持する必要がある。民事法において重要な改正が続いており、実

務の視点から論点を精査しつつ対応を継続していく。

　さらに、熊本県においては、世界的半導体メーカーの事業進出等を背景として、渉外案件を含

む国際化への対応が求められている。関係機関との連携を図りながら、渉外業務に取り組むた

めの環境整備を行っていく。

　企業法務については、少子高齢化に伴う中小企業の後継者不在が深刻化しており、事業承継・

組織再編等への専門的対応が必要である。地域経済の持続性確保の観点から、関係機関と連携

しつつ、企業法務関連業務の推進を図る。

　権利擁護分野では、第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和4年度〜令和8年度）への対

応が最終年度を迎えることを踏まえ、リーガルサポート熊本支部、家庭裁判所、行政機関との連

携を一層強化し、成年後見制度を中心とする家事事件への取組みを推進していく。加えて、国

会において成年後見制度改正法案の審議が予定されることから、制度改正動向の把握と実務へ

の的確な反映を図る必要がある。未成年後見についても、家庭裁判所・関係機関と連携し、相談

対応・受任体制の整備及び適切な運用の支援に取り組んでいく。

　司法支援分野では、地域住民の司法アクセス確保の観点から、司法過疎地域を含む県内各地

における相談体制の充実、関係機関との連携強化等に取り組む必要がある。併せて、災害発生

時の支援体制整備等、地域課題への機動的対応を図る必要がある。

　消費者被害については、IT技術の濫用・悪用による被害が多発しており、消費者契約法・特定

商取引法等の見直しに向けた検討が進められている。SNS等に起因する新たな類型の被害も

注視しつつ、被害の未然防止・軽減の観点から、相談対応の充実及び法教育等の予防法務事業を

継続して実施していく。

　今後の会員数の動向を注視し、組織・財務の在り方を検証していく。

　以上のとおり、令和8年度の事業を展開していくため、特に下記の事業に重点をおく。

1　重点事業

　⑴　相続関連業務の推進並びに空き家・所有者不明土地問題への取組み

　所有者不明土地問題への対応として導入された相続登記の申請義務化は、令和6年4月

1日から施行され、制度開始後も相続登記に関する相談及び申請の需要は引き続き高い水

準で推移している。加えて、令和6年4月1日以前に発生した相続については、本年度末

である令和9年3月31日をもって申請義務期間を経過する登記が発生することとなるた

め、今後はその対応を含めた相談需要の高まりも見込まれる。相続登記の適正かつ円滑な

履行を支えるため、寄せられる相談に的確に対応できるようにする必要がある。法務局や

自治体等とも協力をしながら相続に関する情報の提供、相談会の開催等を通して十分に応

えていく。また、日司連の相続登記相談センター、本会の相続センターの広報を引き続き

充実させ、相続・遺言の専門職能として司法書士のイメージ定着に注力する。さらに、制度

広報として例年実施している「相続登記はお済みですか相談会」「相続・遺言についての法

律教室&無料相談会」並びに行政や各種団体が実施する高齢者を対象とした相続・遺言な

どの法律教室への講師派遣、相談会への相談員派遣を今年度も継続して実施する。

　空き家・所有者不明土地問題に対しては、引き続き相談会への相談員派遣や協定の締結

等、自治体との連携を図っていく。また、地方裁判所及び家庭裁判所からの各種財産管理

人推薦依頼については、各種財産管理人候補者名簿に登載する会員数を充実させ、各種財

産管理業務に関する専門性を備えた会員を財産管理人候補者として推薦していくことで

対応する。引き続き、実践的な研修を実施することで、会員の各種財産管理業務に関する

専門性をより一層、高めていく。

　令和8年2月開始の所有不動産記録証明制度及び同年4月開始の住所変更登記義務化に

ついては、周知を図っていく。

　⑵　登記業務及び裁判業務の充実と法改正、デジタル化への対応

　熊本地方法務局、熊本簡易裁判所及び熊本地方裁判所との意見交換を引き続き行い、会

員に対して実務に関する情報伝達を行う。

　登記業務においては、令和8年3月1日に運用開始された特別委任方式による登記原因

証明情報の作成に伴い、登記原因証明情報等の添付情報の電磁的方法による作成やマイナ

ンバーカードを利用した電子署名・公的個人認証有効性確認システムの活用が促進される

状況にあることから、これらの新たな実務対応に関する情報を収集し、必要に応じて会員

への周知及び研修等を行う。



− 91 −− 90 −

裁判業務に関しては、改正民事訴訟法が令和8年5月21日に施行され、事件管理システム

を用いたオンライン申立て等が本格化するとともに、本人訴訟におけるIT利用困難者を

支援する「本人サポート」制度の整備も進められている。認定司法書士は簡易裁判所にお

けるオンライン申立て義務化への対応が求められることから、新たな制度及び運用に関す

る情報を収集し、実務対応上の課題を整理した上で、会員への周知及び必要な対応の検討

を行う。

　各業務におけるデジタル化への対応については、デジタル化特別委員会において、情報

の収集と分析を行い、必要に応じて会員に情報を伝達する。

　⑶　企業法務関連事業

　中小企業に対し、事業承継や組織再編等による会社自治、各種総会の運営等について助

言していくための研究を実施する。予防司法的側面から契約書等の法律文書作成につい

て司法書士が活用されるよう企業法務への関与についての研究を実施する。

　世界的半導体メーカーの熊本への事業進出に伴い、司法書士業務においても国際化への

対応が求められている。渉外業務に関する研究を実施するとともに、関係機関と連携を図

るなど、渉外業務に取り組むための環境整備を行っていく。

　⑷　成年後見制度を中心とした家事事件の取組みの推進

　令和4年度から令和8年度までの5か年計画として策定された第二期成年後見制度利用

促進基本計画は、今年度、最終年度となる。リーガルサポート熊本支部と連携、協働し、家

庭裁判所や自治体、福祉機関等と共に利用者がメリットを実感できる成年後見制度の運用

改善を目指す。加えて、国会において成年後見制度改正法案の審議が予定されることから、

制度改正動向の把握と実務への的確な反映を図る。未成年後見についても、リーガルサ

ポート熊本支部と連携、協働し、制度の適切な運用の支援に取り組んでいく。

　成年後見業務についての定期的な研修会も継続して実施し、会員の倫理意識を涵養し、

研鑚を深めることに努める。

　また、家事事件全般について書類作成支援業務の受託を推進し、これらの研究を進めて

いく。

　⑸　司法支援関連事業

　日本司法支援センター（法テラス）との連携を通して、民事法律扶助制度の利用を促進す

る。

　法テラスの指定相談場所である「熊本県司法書士会総合相談センター」については、広く

市民・行政機関に広報し、相談件数の増加に力を入れていく。

　「少額事件に対する報酬補助制度に関する規程」に基づき、少額な簡裁代理業務について

報酬を補助することにより裁判業務の受託を促進する。

　熊本県司法書士会調停センターについては、令和6年度、諸規則の改正により対応でき

る紛争類型が拡張され、また、執行力付与に関する特定和解に関する規程も設けられた。

引き続き、市民が利用しやすいものとするため、運用改善を検討し、その活用を推進する。

　

　⑹　社会貢献活動事業

　多重債務問題や高齢者・障がい者、若年層の消費者被害に関する問題等は依然として存

在している。特に、IT技術の濫用・悪用による被害や、SNS等に起因する新たな類型の被

害については、引き続き注視しなければならない。それらの問題に対応するため、本会が

主催する各種相談会を充実させるとともに、自治体が開催する相談会に積極的に会員を派

遣する。司法拡充を要する地域においての相談会の実施にも力を入れる。併せて、災害発

生時の支援体制整備等、地域課題への機動的対応を図る。

　経済的困窮者の人権擁護活動も継続的に取組んでいく。また、予防法務の観点から、引

き続き高校生法律教室や子ども法律教室等の法教育事業を実施する。

　司法書士の認知度向上のために、様々な機会・媒体を活用し、司法書士会・司法書士業務

の広報を展開していく。

　平成28年熊本地震に関して、本会が行った市民救援活動等の検証作業を取りまとめ、将

来発生する自然災害時に活用できる資料を発行する。

2　会館に関する事業

　　市民に対して開かれた会館としての機能を高め、会員の利便性の向上を図るため、必要な

設備を充実させていく。また、将来の資料とするため、今回の会館建設事業に関して記録する。

3　その他恒常的事業

　⑴　自治に関する事業

　　◦司法書士倫理の啓蒙

　　◦組織機構、会則諸規則等の整備

　　◦少額事件に対する報酬補助制度の運用

　　◦非司法書士排除活動

　　◦司法書士制度の研究

　⑵　職務に関する事業（前記重点事業以外）

　　◦法改正への対策

　　◦職務改善に関する企画

　　◦専門、周辺知識に関する情報収集、提供

　　◦書籍のあっせん

　⑶　社会活動に関する事業

　　◦法律相談会の開催

　　◦相談員の派遣

　　◦研修会等への講師の派遣

　⑷　広報に関する事業

　　◦会報の発行
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裁判業務に関しては、改正民事訴訟法が令和8年5月21日に施行され、事件管理システム
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令和8年度　一般会計収支予算書（案）
令和8年 4月1日から令和9年3月31日まで

資料⑧

議案第3号

（単位：円）

勘定科目 前年度予算 前年度決算 予　算 備　　考

Ⅰ 事業活動収支の部

1.事業活動収入

⑴ 会費 92,986,000 92,222,200 93,106,000 

会費 92,436,000 91,675,200 92,556,000 

個人23,000円×300名×12ヶ月 
個人18,000円×  14名×12ヶ月 
法人（主）23,000円×17名×12ヶ月 
法人（従）17,000円×10名×12ヶ月

入会金 500,000 450,000 500,000 

登録事務交付金 50,000 97,000 50,000 

⑵ 雑収入 3,620,500 4,380,112 3,620,500 

利息･利子 500 27,578 500 

　雑収入 500,000 1,232,534 500,000 

　事務受託費 3,120,000 3,120,000 3,120,000 

政治連盟� 120,000円 
公嘱協会� 500,000円 
熊本支部�  1,800,000円 
リーガルサポート�700,000円

事業活動収入計 96,606,500 96,602,312 96,726,500 

2.事業活動支出

⑴ 事務費

事務費 9,700,000 6,870,882 9,500,000 

　備品費 800,000 547,507 800,000 図書、差替図書等

　備品リース費 3,000,000 2,692,580 3,000,000 コピー･FAX、コンピューター等

　通信費 2,200,000 1,756,222 2,500,000 切手、電話、宅配便送料等

　印刷費 2,000,000 649,330 1,500,000 封筒、会員証

　消耗品費 1,700,000 1,225,243 1,700,000 事務用品等

人件費 23,980,000 19,529,063 25,670,000 

　役員事務手当 3,490,000 3,490,000 4,180,000 

会長60万円 
副会長30万×3名 
部長24万×6名 
理事8万×7名 
監事5万×2名 
綱紀調査委員長8万×1名 
綱紀調査委員5万×10名

　支部長事務手当 490,000 490,000 490,000 支部長7万×7名

　給料・賃金 10,000,000 8,496,000 11,000,000 給料

　手当費 6,000,000 4,262,679 6,000,000 賞与、事務局長手当、超勤手当、交通費

　福利厚生 4,000,000 2,790,384 4,000,000 社会保険、労働保険、中退共積立金

雑費 350,000 192,353 350,000 

　雑費 350,000 192,353 350,000 

　　◦法制度一般、司法書士制度等に関する広報

　　◦インターネット、SNS等による広報

　⑸　福利等に関する事業

　　◦会館、事務局の整備

　　◦会員間の親睦に関する事業

　⑹　その他

　　◦諸団体、諸機関との交流及び協働

　　◦政治連盟、公嘱協会、リーガルサポート熊本支部、青年会との協働




